
保第 159 号・年税第 56 号  
平成 23 年 10 月 11 日  

        
都道府県医師会  

担当理事 殿  
 

日本医師会  
常任理事 今村  聡   
常任理事 鈴木 邦彦  

 
東京電力「本補償」の生命・身体的損害に関する請求 

に係る指定診断書について  
 
 

今般、東京電力は、東京電力福島原子力発電所事故により避難された住民等の方々

に対し、「本補償」の手続きを開始しましたが、生命・身体的損害に関する請求に

関して指定診断書の作成依頼を受けた医療機関から数多くの問い合わせが寄せら

れています。  
そこで、指定診断書を作成する上での注意点などについてのＱ＆Ａ形式の資料を、

東京電力より入手しました。  
また、東京電力より日本医師会に対し、別添とおり、指定診断書作成への協力依頼

がありましたので、併せてご案内申し上げます。  
 本文書の周知の仕方等につきましては、各都道府県医師会でご判断いただきたい

と考えております。また、仮に都道府県医師会・郡市区医師会において、本通知文を

全会員等へ周知するための諸経費（郵送料、印刷費等）が生じた場合の費用負担のあ

り方について東京電力と交渉中です。また、東京電力が本件についてどのような周知

を行うかは現時点で未定です。  
なお、日医から東京電力に対して、医療関係者に対する専用窓口の設置を申し入れ

ておりますことを申し添えます。  
 
（送付資料）  
○ 東京電力指定の診断書の取扱い等に関するＱ＆Ａ  
○ 別紙（補償金ご請求のご案内 個人さまＡ用 より抜粋）  
○ 診断書（医療証明書）作成に関するお願い  
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更新日：平成 23 年 10 月 11 日 

 

東京電力指定の診断書の取扱い等に関するＱ&Ａ 

 

東京電力株式会社   

福島原子力補償相談室 

 
 東京電力では、福島第一原子力発電所の事故で被害に遭われた、「避難等対象

区域」の個人に対して、「生命・身体的損害」として医療費等の支払いを行って

おります。 
 この医療費等の請求にあたっては、被害に遭われた個人が医療機関の作成し

た診断書を添付する必要があります。 
 そのため、福島県内の医療機関のみならず、全国の医療機関において、この

診断書の作成に関わっていただく必要があることから、その主な内容について

Ｑ&Ａを作成いたしました。 
 
１．診断書全般について 

 
（Ｑ）診断書の取扱いに関して、医療機関に対する手引き書はあるのか。 
（Ａ）被害者に送付されている「補償金ご請求のご案内」に別紙のとおり、記

載要領がございますが、ご不明な点につきましては、東京電力（株）福島

原子力補償相談室にお問い合わせください。 
 
 
（Ｑ）診断書の取扱いに関して、医療機関に対する相談窓口はあるのか。 
（Ａ）東京電力（株）のコールセンターへご連絡をお願いいたします。 
    東京電力（株） 

福島原子力補償相談室 
電話：０１２０－９２６－４０４ 
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（Ｑ）福島第一原発の事故とその後の避難生活の起因の有無について、詳細な

経緯を知らない他都道府県の医療機関等は何を以って判断するのか。 
（Ａ）診察いただいた時の所見の範囲でご判断いただいて結構です。避難生活

との因果関係が解らなければ、「不明」にチェックいただいて結構です。な

お、お問い合わせのお電話をさせていただくことがありますので、その旨

ご承知置きください。 
 
２．診断書作成料（文書料）について 

 
（Ｑ）東京電力指定の診断書以外は認められないのか。 
（Ａ）東京電力指定の診断書と同一の証明項目があれば別の書式でも問題あり

ません。 
 
 
（Ｑ）診断書作成料（文書料）は各医療機関の定める費用でよいか。 
（Ａ）結構です。 
 
 
３．診断書の効力について 

 
（Ｑ）東京電力指定の診断書では、「原発事故による避難生活に起因の有無」と

して「避難生活の影響なし」の欄が設けられているが、ここにチェックし

た場合、個人に対する賠償金は支払われるのか。 
（Ａ）避難生活との因果関係がなければ、お支払いはできません。 
 
 
４．診断書に記載する内容の個人情報の保護について 

 
（Ｑ）東京電力指定の診断書では傷病名を記載することとしているが、個人情

報の保護の観点から問題はないか。 
（Ａ）あくまで本人から、東京電力に提出することとなりますので、個人情報

の開示について本人の承諾が得られているものと考えられ、個人情報保護

の観点からは問題ないものと考えおります。なお、お預かりした個人情報

を同社の個人情報保護方針に則って適切に取り扱っております。 
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５．その他 

 
（Ｑ）患者一部負担金は多くの場合免除されていると思うが、通院のための交

通費等の請求を行う場合でも診断書は必要か。 
（Ａ）東京電力が通院交通費及び通院慰謝料を請求するための証明書を用意し

ます。 
 
 
（Ｑ）10 万円未満の医療費等を慰謝料としているが、その意味は。また、慰謝

料を請求する場合でも診断書は必要か。 
（Ａ）東京電力の賠償基準では、被害者の医療費負担を迅速に処理する観点か

ら自己負担累計額１０万円未満までは、診断書の提出なく支払いを実施し

ます。ただし、通院慰謝料については、医療費の自己負担累計額１０万円

にはカウントいたしませんが、避難との因果関係が必要なため、診断書ま

たは通院証明書による証明が必要になります。 
 
 
（Ｑ）医療保険請求ができない薬や治療費は賠償の対象となるのか。 
（Ａ）医師の処方のあるものであれば支払います。 
 
 
（Ｑ）避難所における救護活動として行われた医療行為は慰謝料に該当するの

か。 
（Ａ）該当します。  
 

以 上 



 
別 紙 

 
（補償金ご請求のご案内 個人さま用Ａ より抜粋） 
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86　　各請求書類のご言ヨ入について

　　　8一生命・身体豹損害（診断書）



囲騒医療費のご請求にあたり以下に該当する場合、受診された医療機関に記入していただき、

　請求明細とともにご提出いただく書類です。

　・請求累計額100，000円以上の場合

　・100，000円未満の方で、慰謝料を請求される場合

■上記以外の場合でも生命・身体的損害による就労不能損害をご請求されるときは、ご提出

　が必要となります。

■当該書類は別冊に綴じております。

〈φ
　　　　　　　　　　　　　　　　一　　”　　　　一『　　　　『　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　一一　　　　　　　一　一　　『　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『、

　　　　●診療期間欄の診療期間のうち、今回のご請求対象期間にかかる期間を、國三合・身体

　　　　　的偵妻1、一かかる請求≡一自縛1．マ　℃の圖圃A．診療期間欄にご記入ください。
　　　　　　　　　　　　　　　■■一　　一一■　　　　　　　　　　　　　　　■一　　　一一．　　一　　　　　　ヲ
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平成２３年１０月 

日本医師会 御中 

福島県医師会 御中 

 

診断書（医療証明書）作成に関するお願い 

 

東京電力株式会社 

福島原子力補償相談室 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

このたびの福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故により、大変なご迷

惑、ご不安をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。 

また、ご被害者の方々からのご依頼による診断書（医療証明書）の作成に関しましても、

大変なご迷惑をおかけしまして、衷心よりお詫び申し上げます。 

さて、診断書（医療証明書）につきましては、医療現場で大変なご負担となっているこ

とを伺っておりますが、ご被害者のみなさまにご負担いただいている医療費や通院交通費

等の支払いを進めるうえで、証明書類として必要となりますので、何卒ご協力をお願い申

し上げます。 

なお、通院交通費及び通院慰謝料につきましては、簡便な方法でご証明いただけるよう

下記のとおり取り扱いを追加させていただきますので、ご参照のほどお願い申し上げます。 

 

記 

 

○通院証明書について 

ご被害者の方々が通院交通費及び通院慰謝料をご請求するにあたって、別添の「通

院証明書」を証明書類としてご申請いただけます。当社にて、別途ご被害者のみなさ

まへは周知をいたしますが、ご被害者の方々から通院交通費及び通院慰謝料のお支払

いに関して弊社指定の診断書作成のご依頼があった場合には、代替として本証明書に

より作成いただいて差し支えございません。 

なお、自己負担額が１０万円を超えた場合には、弊社指定の診断書が必要になりま

すので、何卒ご承知おきください。 

 

以 上 
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

医療機関

傷病名 避難との因果関係 有　　　　　無　　　　不明

通　院　証　明　書

氏  名 男・女 生年月日 　　　　　　年　　　　月　　　　　日生（　　　　歳）

担　当　医　師　の　証　明　欄

診療期間
自　　　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日
至　　　平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

診療実日数 　　　　　　日間

発症時期 平成　　　年　　　月　頃

　年　　月
（　　　　日間）

　年　　月
（　　　　日間）

　年　　月
（　　　　日間）

　通院した日に○印をつけてください。

　年　　月
（　　　　日間）

　年　　月
（　　　　日間）

　年　　月
（　　　　日間）

　年　　月
（　　　　日間）

担当医師 印　　　　

　　　上記のとおり治療のため通院したことを証明する。

　　　　平成　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

所在地

名称




